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本報告書本文中に用いる分析の結果を表す用語の取扱いについて 

 

 本報告書の本文中「３ 分 析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりと

する。 

 

  ① 断定できる場合 

    ・・・「認められる」 

 

  ② 断定できないが、ほぼ間違いない場合 

    ・・・「推定される」 

 

  ③ 可能性が高い場合 

    ・・・「考えられる」 

 

  ④ 可能性がある場合 

    ・・・「可能性が考えられる」 

    ・・・「可能性があると考えられる」 
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要  旨 
 

＜概要＞ 

北海道旅客鉄道株式会社の深川駅発、増毛駅行き１両編成の下り普気第４９３１Ｄ

列車は平成２４年３月７日、箸別駅を定刻に出発した。 

箸別駅を発車後、列車の運転士は、速度約５５km/h で惰行運転中、前方約１００

ｍのところに線路を支障する雪混じりの土砂を認めたため、直ちに非常ブレーキを使

用したが間に合わず、これに乗り上げて前台車全軸が右へ脱線した。 

列車には乗客１名及び乗務員１名が乗車していたが、負傷者はいなかった。また、

列車は、運転席側の前面ガラスやスノープラウ等の床下機器の一部が損傷した。 

 

＜原因＞ 

本事故は、斜面で発生した土砂崩壊によって線路へ流入した土砂等に気付いた列

車の運転士が非常ブレーキを使用したが間に合わず、列車が土砂等に乗り上げたため



 

に脱線したことにより発生したものと認められる。 

斜面で土砂崩壊が発生したことについては、元来水が集まりやすい地形を呈する箇

所で、風化等によって务化が進行していた斜面の表層部が、融雪水等の浸透によって

軟質な地層中の地下水位が上昇した結果、地山が不安定化して崩壊が発生した可能性

があると考えられる。 
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１ 鉄道事故調査の経過 
 

１.１ 鉄道事故の概要 

北海道旅客鉄道株式会社の深川駅発、増毛駅行き１両編成の下り普気第４９３１Ｄ

列車（ワンマン）は平成２４年３月７日（水）、箸別駅を定刻に出発した。 

箸別駅を発車後、列車の運転士は、速度約５５km/h で惰行運転中、前方約１００

ｍのところに線路を支障する雪混じりの土砂を認めたため、直ちに非常ブレーキを使

用したが間に合わず、これに乗り上げて前台車全軸が右（前後左右は列車の進行方向

を基準とする。）へ脱線した。 

列車には乗客１名及び乗務員１名が乗車していたが、負傷者はいなかった。また、

列車は、運転席側の前面ガラスやスノープラウ等の床下機器の一部が損傷した。 

 

１.２ 鉄道事故調査の概要 

1.2.1 調査組織 

運輸安全委員会は、平成２４年３月７日、本事故の調査を担当する主管調査官ほ

か１名の鉄道事故調査官を指名した。 

北海道運輸局は、本事故調査の支援のため、職員を事故現場に派遣した。 

 

1.2.2 調査の実施時期 

平成２４年 ３ 月 ８ 日～ ９ 日    現場調査、口述聴取及び車両調査 

平成２４年 ３ 月１３日        口述聴取 

平成２４年 ５ 月１８日        現場調査 

 

1.2.3 原因関係者からの意見聴取 

原因関係者から意見聴取を行った。 

 

 

２ 事実情報 
 

２.１ 運行の経過 

事故に至るまでの経過は、北海道旅客鉄道株式会社（以下「同社」という。）の留

萌線深川駅発、増毛駅行きの下り普気第４９３１Ｄ列車（以下「本件列車」という。）

の運転士（以下「本件運転士」という。）及び乗客（以下「乗客」という。）の口述、

並びに運転状況の記録によれば、概略次のとおりであった。 
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2.1.1 口述 

(1) 本件運転士 

本件列車には深川駅から乗務し、定刻の１８時０８分に深川駅を出発した。

列車の引継時には特に異常の報告はなく、また事故発生時までの間にブレー

キの効き具合等の車両異常はなかった。 

事故当時、天気は雪がちらつく程度で、運転に支障を与えるほどではな

かった。箸別駅を定刻に出発し、速度５０km/h くらいで惰行運転中、前方

約１００ｍのところの線路上に、最初は黒い固まりに見えた支障物を発見し

た。直ちに非常ブレーキを掛けたが、間に合わないと思った。 

土砂に列車が衝突した際には運転台が持ち上がるような感じを受け、また

運転席前面の窓ガラスにひびが入り危ないと思ったが、余り覚えてはいない。

乗り上げたときは運転席に普通に座っていられる状態だった。 

増毛駅までの乗客が１名いたので、怪我の有無を確認し、その後指令に脱

線したことを業務用携帯電話で連絡した。 

斜面が再び崩れてきたら困るので、乗客を連れて避難した方がよいと考え、

指令へ「すぐに避難した方がよい」旨の連絡を入れた。指令からは、すぐに

エンジンを切って避難するよう指示があったので、エンジンを停止し、後位

の運転台にある手ブレーキを巻いて、バッテリを切り、乗客と降車した。降

車したのは土砂に乗り上げてから１０分後ぐらいだったと思う。 

降車後、道路に降りようと思ったが、線路と道路の間の斜面の雪が深かっ

たので、線路伝いに歩いた方が安全と判断し、箸別駅に向かって歩き、最初

の踏切のところで駅員と会って乗客を引き継いだ。 

(2) 乗客 

本件列車が脱線したときには、乗車口から入ると進行方向に向かって右側

の一番前にある前向きの座席の窓側に座っていた。脱線する前はいつもと同

じように走っていたと思う。外は真っ暗であったが、みぞれっぽいものが

降っていた感じだった。 

土砂に乗り上げる前に、急ブレーキの音がし、その後、前のめりになるぐ

らいの衝撃があったので、反射的に座席の前の仕切りをつかんで体を支えた。 

その後、運転士に怪我の有無を聞かれ、大丈夫と答えた。また、運転士か

ら、列車が雪崩に乗り上げたことの説明があった。山側の窓からは斜面が崩

れているのが見えたが、更に雪や土砂が落ちてきている様子はなかった。 

私が外へ出る前に、運転士が列車の周りを点検していた。安全の確認が取

れたようだったので運転士の後に続いて列車から降りた。事故が発生してか

ら降車までは５～１０分ぐらいだと思う。 
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降車後、運転士と２人で線路を伝って、箸別駅の増毛駅方の最初の踏切ま

で歩いて避難した。 

 

2.1.2 運転状況の記録 

本件列車には運転状況記録装置が装備されている。同装置は列車の速度、ブレー

キ等の情報を常時、記録している。 

 本事故発生直前の非常ブレーキ作動の前後に記録された情報によれば、速度約 

５５km/h で惰行運転中の１９時３２分５８秒ごろ、箸別駅の列車停止位置目標か

ら約１.３９５km 離れた深川駅起点６５ｋ３６９ｍ付近（以下「深川駅起点」は省

略。）にて手動により非常ブレーキが作動している。さらに、その約６秒後の１９

時３３分０４秒ごろ、６５ｋ４４５ｍ付近で速度が急激に落ちて０km/h となって

いた。なお、時刻情報については実際の時刻に補正したものであるが、速度情報に

ついては実測試験等を実施して補正したものではないため、若干の誤差が内在して

いる可能性がある。 

 

なお、本事故の発生時刻は１９時３３分ごろであった。 

（付図１ 留萌線路線図、付図２ 事故現場付近の地形・地質、写真１ 事故現場付

近の状況 参照） 

 

２.２ 人の死亡、行方不明及び負傷 

なし。 

 

２.３ 鉄道施設及び車両等に関する情報 

2.3.1 事故現場に関する情報 

(1) 線形 

本事故現場は、箸別駅（６３ｋ９７０ｍ）と増毛駅（６６ｋ７２０ｍ）の

間に位置し、線路線形は半径９６１ｍの右カーブで４.５‰の上り勾配と

なっている。 

(2) 脱線状況 

本件列車はその先頭が６５ｋ４４６ｍ付近に、車両の前側半分が、線路に

流入した土砂に乗り上がり、右側にやや傾いた状態で停止していた。 

本件列車の前台車は土砂に半ば埋もれた状態で、前台車第１軸は約６００

mm 右側にずれ、かつ右車輪はレールから約５２０mm 上方の位置にあった。

また、前台車第２軸は約８００mm 右側にずれ、かつ左車輪がレールから約

１８０mm上方の位置にあった。 
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(3) 崩壊地及び線路に流入した土砂の状況 

本事故現場の左側には線路から３０ｍ程度の高さで、勾配が約４０°の斜

面（以下「本件斜面」という。）がある。その斜面の上部に、馬蹄形を呈す

る新たな崩壊地（幅が約７.５ｍ、長さが約１１ｍ、深さが約０.５ｍ、推定

される崩壊土砂量は約２０㎥）があり、そこから本事故現場に向かって、土

砂が積雪とともに斜面下方に向かって移動した痕跡が続いていた。本件列車

が乗り上げた土砂は主に粘性土からなり、最大で人頭大程度の大きさの円礫

や、数本の木が混入していた。本件列車前台車左側下には直径６００mm 程

度の木がはまり込んでいた。また、線路に流入した土砂には雪が混じった状

態であった。 

（写真１ 事故現場付近の状況、写真２ 事故現場の状況、写真３ 脱線の状況 参

照） 

 

2.3.2 鉄道施設等に関する情報 

(1) 留萌線の概要 

同社の留萌線は深川駅から増毛駅に至る６６.８km の単線、非電化の線区

であり、軌間は１,０６７mmである。 

(2) 軌道構造 

本事故現場付近はバラスト軌道で５０kgＮレールが使用されている。また、

まくらぎは２５ｍ当たり３４本で、木まくらぎが使用されている。レールの

締結には犬くぎが用いられている。 

本事故発生前直近の軌道検測は平成２３年１０月２５日に行われており、

その結果によれば異常は認められなかった。また、事故直後に行われた本件

事故現場付近の手検測による軌道検測の結果では、６５ｋ４４３ｍ～同４５０

ｍで他の箇所に比べて軌間が広くなっており、そのうち６５ｋ４４５ｍ～ 

同４４７ｍでは基準値（静的）の１４mm を超える値（最大１６mm）であっ

た。その他の計測項目はいずれも基準値（静的）内であった。 

(3) 斜面の地形・地質 

本件斜面は日本海に面し、下部から順に土留壁、自然斜面となっている。

自然斜面の上方は平坦地となっており、斜面直近は宅地として利用されてい

る。線路からこの平坦地までの高さは約３０ｍである。 

土留壁より上方の斜面は線路に沿って位置しており、勾配は４０°程度で

あり、等高線がほぼ平行でかつ等間隔に描かれる斜面形状であるが、地形図

には図示されない浅い谷状の地形と尾根状の地形が交互に分布している。今

回、崩壊が発生した場所は浅い谷状の地形の箇所である。 
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現地調査の結果、本件斜面の前後の区間に位置する本件斜面と同様に浅い

谷状の地形を呈する箇所には、以前に斜面が崩壊したことを示すと考えられ

る、馬蹄形状の高さ１ｍ未満の小規模な段差地形や、地山がむき出しとなっ

ており下方に土砂が堆積している箇所（崩壊地）が数箇所に認められた。 

既往の資料によれば、斜面の地質は新第三紀の砂岩、泥岩、礫岩からなる。

現地調査において観察できた限りでは、崩壊地のすぐ下方は比較的固い泥質

岩が分布し、それから上位に向かって順に、最大で径５００mmm 程度の硬質

な円礫を含む軟質な粘性土層（以下「円礫を含む粘性土層」という。）、表土

が分布している。 

斜面の植生は、斜面上部に樹木が散見されるが、中腹より下方は主に草本

類が繁茂している。なお、斜面上部は鉄道林で、斜面のほぼ全体が同社の用

地となっている。 

(4) 斜面災害に対する設備 

本件斜面には昭和５３年に竣功した落石止柵（ｈ＝３ｍ、支柱間隔１.５

ｍ）が２段に設けられている。なお、これらの落石止柵の支柱及び控え支柱

などに用いられているＨ鋼には錆が発生しており、部分的に著しく腐食して

いた。 

また、線路脇の切土面には土留壁（石積）が連続して設置されている。本

事故現場付近での土留壁の高さは約４.５ｍ、勾配は１:１.０３である。ま

た、６５ｋ４４６ｍには縦
たて

下水
げ す い

が設置されており、ここからの流水は土留め

壁直下のためますに導水されている。 

(5) 留萌線で近年に発生した主な斜面災害 

同社の記録等によれば、箸別駅～増毛駅間で、平成１７年３月に雪崩によ

り線路に流入した雪に乗り上げて列車が脱線する事故*1が発生している。ま

た、それ以降では、平成２２年に箸別駅～増毛駅間において１件の斜面崩壊

が、さらに平成２３年９月に瀬越駅～信砂駅間において８件の斜面崩壊が、

いずれも降雤による運転中止等の運転規制が実施されている時に発生してい

る。 

（付図２ 事故現場付近の地形・地質、付図３ 事故現場付近の斜面防災設備 参照） 

 

2.3.3 車両に関する情報 

車  種 内燃動車（ディーゼルカー） 

                         
*1  

航空・鉄道事故調査委員会：鉄道事故調査報告書ＲＡ２００６－３、北海道旅客鉄道株式会社 留萌線箸別

駅～増毛駅間列車脱線事故、平成１８年６月３０日． 
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編成両数 １両 

編成定員 ８４名（座席定員５８名） 

記号番号 

 

列車進行方向 

●：脱線軸 

 

本件列車の直近の要部検査は平成２３年８月１６日に、交番検査は平成２４年２

月６日に、また仕業検査は平成２４年３月５日に行われており、それらの検査の記

録では車両に異常は認められなかった。 

  

2.3.4 列車の運行状況に関する情報 

 本件列車は深川駅発、増毛駅行きの普通列車で、本事故発生箇所手前の停車駅で

ある箸別駅を定刻の１９時３１分に出発した。また、本事故発生前には下り普通列

車が増毛駅を定刻の１７時５２分に出発し、本事故現場を異常なく走行していた。 

 

2.3.5 夜間の見通し距離に関する情報  

本事故は夜間に発生していることから、見通し距離は短いと考えられた。そのた

め、本事故発生後に本件事故と同様な環境を模擬した箇所で、同系車両の前部標識

灯による夜間の見通し距離を確認した結果、おおむね７０～８０ｍであった。 

 

2.3.6 斜面管理に関する情報 

(1)  斜面管理の方法 

同社では、鉄道構造物の定期検査について、「鉄道に関する技術上の基準

を定める省令」に基づき国土交通省に届け出されている同社の土木施設整備

心得（実施基準）において、２年に１回の周期で、主として徒歩巡回等によ

る目視検査により定期検査（以下「通常全般検査」という。）を行うことを

定めている。この通常全般検査の方法は、先に述べたように、同社の土木施

設整備心得（実施基準）では、主として徒歩巡回等による目視検査とされて

いるが、同社によれば、これは線路上からの目視による点検によるもので、

目視により変状等が確認されれば、必要に応じて斜面を上がって踏査すると

のことであった。 

また、土木施設整備心得（実施基準）第４条の規定に基づく同社の土木施

キハ５４－５２８キハ５４－５２８ 
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設管理マニュアルでは、構造物の検査の種類として、先に述べた定期検査の

他に、①新設構造物及び改築・取替を行った構造物の初期の状態を把握する

ために使用開始前に行う検査（初回検査）、②構造物に生じている変状に対

して詳細な調査を実施し、原因の推定と進行の予測を行うとともに構造物の

性能を照査して総合的に健全度の判定を行うための検査（個別検査）、③変

状の発生、若しくはそのおそれのある構造物を抽出することを目的とし、大

雤及び地震等の後や線路周辺の環境変化を把握するために行う検査（随時検

査）、が示されている。 

上記のうち、初回検査、通常全般検査及び随時検査の記録は、土木施設管

理マニュアルに規定されている構造物検査記録簿へ必要事項を記録するよう

に定められている。 

この構造物検査記録簿は、構造物種別ごとに作成されている。調査内容を

記載する項目としては、調査項目、調査方法及び変状箇所・変状状況があり、

それぞれ文章で記録する方式がとられており、必要に応じて図面・写真等を

添付するようになっている。 

さらに、同社の土木施設整備心得（実施基準）の第３２条では、 

（前略）また、鉄道構造物の変状記録は、当該構造物の変状履歴が把握で

きるよう保存するものとする。（後略） 

と規定されている。 

(2) 本件斜面における検査 

本件斜面は、同社の土木施設整備心得（実施基準）に基づき、２年に１回

の頻度で通常全般検査が行われている。 

同社によれば、本件斜面の検査基準日*2は５月１５日であり、その時期は

植生により斜面の状況が十分に把握できないため、融雪直後に目視にて斜面

状態を確認し、通常全般検査の参考としているとのことである。 

(3) 本件斜面の検査記録 

本件斜面、土留壁及び本件斜面に設置されている落石止柵の直近の通常全

般検査は平成２２年６月８日に実施されている。本件斜面の場合、構造物検

査記録簿は切土、土留壁、落石止柵の３つに分けられており、それぞれ文章

でのみ記録されていた。なお、上記の(2)に記述した融雪直後の観察記録は

残されていなかった。 

通常全般検査の記録によれば、本件斜面はその前後を含めた６５ｋ１８９

                         
*2 

「検査基準日」とは、検査を実施すべき時期を決定する基準となる日をいう。（（財）鉄道総合技術研究所 

（２００７）：鉄道構造物等維持管理標準・同解説（構造物編） 土構造物（盛土・切土）、丸善）． 



 - 8 - 

ｍ～同５４０ｍの範囲の一連の切土斜面として検査されており、変状等の記

載はなく、斜面としては、６５ｋ２５０ｍ～同２９０ｍの土留壁の背面に崩

土はあるが、その区間の斜面において前回検査時からの変化がないこと、さ

らに落石止柵があることから、健全度Ｂ（将来、健全度Ａ*3になるおそれの

ある変状等があるもの）*4 と判定されていた。なお、検査記録に記されてい

る土留壁の背面の崩土が、斜面のどこからもたらされたものかは、残されて

いる記録が短い文章のみであることから不明であった。 

また、本件斜面における具体的な検査の着目点、その検査方法等は検査の

記録からは明確ではなかったが、同社によれば崩土や浮き石の有無、湧水の

状況等について目視による検査を行い、浮き石を除去していたとのことで

あった。 

土留壁及び落石止柵については、検査対象区間中には変状が確認されない

として、ともに健全度Ｃ（軽微な変状等があるもの）*4と判定されていた。

なお、平成２０年６月２０日に実施された通常全般検査の記録にも同様の記

載がされており、落石止柵に用いられているＨ鋼の腐食に関する記述はな

かった。 

また、2.4.3 で後述する斜面上部にあった、同社用地外からの排水を処理

するための塩化ビニル管（以下「塩ビ管」という。）についても、その存在

はいずれの年度でも記録されていなかった。 

さらに、平成２３年９月に留萌線で発生した８件の斜面崩壊等を受け、同

社は留萌駅～増毛駅間の斜面を同年９月２日～１７日に掛けて随時検査を実

施している。この随時検査の記録は保存されてはいないが、同社によれば、

同区間の斜面は、本件斜面を含めて特に異常は認められなかったとのことで

ある。 

また、平成１７年３月２２日に本事故現場から留萌駅方に約１８０ｍ離れ

た斜面で発生した雪崩を原因とする列車脱線事故後、同社によって採られた

雪崩に対する警備強化の一つとして、融雪期において、降雤量１０mm 以上

又は外気温が６℃以上となった場合に、雪崩要注意箇所の特別巡回の実施が

ある。同社によれば、平成２３年度の冬は積雪量が多いと判断し、先の降雤

量と外気温の基準値にかかわらず、１２月１０日から、雪崩要注意箇所以外

の斜面を含めて毎日巡回を行っていた。本事故発生日の午前１０時頃に車に

                         
*3  

「健全度Ａ」の定義は、「運転保安、旅客および公衆などの安全ならびに列車の正常運行の確保を脅かす、

またはそのおそれのある変状等があるもの」、である。（（財）鉄道総合技術研究所(2007)：鉄道構造物等維持

管理標準・同解説（構造物編） 土構造物（盛土・切土）、丸善）． 
*4  

（財）鉄道総合技術研究所(2007)：鉄道構造物等維持管理標準・同解説（構造物編） 土構造物（盛土・切

土）、丸善． 
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よって巡回した時点では、本件斜面に特に異常は認められなかったとのこと

である。 

 

２.４ 鉄道施設及び車両の損傷、痕跡に関する情報 

2.4.1 鉄道施設の損傷、痕跡の状況 

(1) 施設の損傷状況 

斜面に設置されている落石止柵のうち、６５ｋ４４６ｍ付近を中心として

上段が約１５ｍ、下段が約１４ｍにわたって破損し、海側に倒壊していた。

また、６５ｋ４４６ｍ～同４４８ｍ間の右側レールが右側に傾倒していた。 

(2) 脱線の痕跡 

軌道上には脱線に関する明瞭な痕跡は認められなかった。 

（写真４ 落石止柵の損傷状況 参照） 

 

2.4.2 車両の損傷及び痕跡の状況 

主な損傷箇所、損傷の状況は次のとおりである。 

(1) 運転室前面ガラスが破損し、ワイパーが曲損していた。 

(2) 前側のスノープラウが曲損し、またスカートが取付部より曲損していた。 

(3) 前側推進軸が損傷していた。 

(4) 前台車右側の枕ばね（空気ばね）が車体から脱落していた。 

(5) 前台車の第１軸左車輪の軸箱が破損していた。 

(6) 元空気タンク（元空気だめ）のちりこし付近の配管が曲損、破断していた。 

(7) 前台車の一本リンクが変形していた。 

（写真５ 車両の主な損傷状況 参照） 

 

2.4.3 崩壊箇所の地形・地質に関する情報 

本件斜面は浅い谷状を呈する箇所に位置している。崩壊地周辺の斜面には、過去

に斜面が崩壊した跡と思われる円弧状の高さ１ｍ未満の小規模な段差地形及びその

下方にマウンド状に盛り上がった箇所が認められる。また、斜面の下部には表面水

の浸食により形成されたと考えられる浅い溝状の地形（ガリー）があった。 

崩壊面を観察した限りでは、崩壊した範囲は円礫を含む粘性土層が分布する範囲

であった。この円礫を含む粘性土層は、岩石ハンマーが容易に食い込んだ、若しく

は軽打で容易に変形した。これに対し、この下位の泥質岩層は岩石ハンマー強打で

変形、破壊する程度の固さであった。 

事故発生翌日及び追加調査の際の現地踏査では、円礫を含む粘性土層と泥質岩層

との境界から湧水の流れ出しが顕著に認められた。また、崩壊面には崩壊地の頭部



 - 10 - 

からの湧水の流下が、数箇所で認められた。この崩壊地の頭部からの湧水の多くは

表層土と円礫を含む粘性土層の境界付近で発生していたが、そのうちの一つは斜面

から突き出た、同社が設置したものではない塩ビ管から流れ出ていた。同社の調査

によれば、この塩ビ管は同社の用地外からの排水を処理するもので、2.3.6(3)で記

述したように、塩ビ管の存在とそこからの流水は過去の検査では確認されていな

かった。事故後の同社の調査の結果、この塩ビ管製の排水口は２５年以上前から存

在していた可能性があるとのことである。 

（付図４ 崩壊箇所の概要、付図５ 事故現場付近（６５ｋ４４６ｍ付近）の斜面

の模式縦断図（事故後） 参照） 

 

２.５ 乗務員等に関する情報 

本件運転士  男性 ２７歳 

甲種内燃車運転免許                平成１９年 ６ 月２９日 

甲種電気車運転免許                平成２３年 ６ 月２８日 

 

２.６ 気象等に関する情報 

2.6.1 事故発生時の天候 

 本事故発生時の天候は、本事故現場から北東へ約１３km 離れた位置にある気象

庁のアメダス（留萌）によれば、みぞれ若しくは雪であった。また、風向、風速

は、本事故現場から西へ約２km 離れた位置にあるアメダス（増毛）によれば、東

北東の風、１.７m/s であった。 

 

2.6.2 事故発生前の気象状況等 

(1) 降水及び降雪 

本事故発生前一週間（３月１日～７日）の降水量は、アメダス（増毛）で

の観測結果によれば、３月１日に２.５mm、３月７日に５.０mm が観測され

ている。 

なお、本事故発生翌日の積雪深は、本件斜面では０.５ｍ程度であった。 

(2) 気温 

アメダス（増毛）での観測結果によれば、本事故発生前１週間（３月１日

～７日）の気温は、３月１日は終日０℃以上（最高温度は９時に３.８℃を

記録）で、３月２日～６日の午前６時までは氷点下で推移していた。３月６

日の午前１０時以降に気温が上昇し、３月６日１５時に６.２℃を記録した

のち、同日２３時には２℃程度まで降下した。その後、本事故発生時までの

間は１.２～２.８℃で推移していた。 
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（付図６ 気温の経時変化 参照） 

(3) 風 

アメダス（増毛）の観測結果によれば、本事故発生前１週間（３月１日～

７日）の平均風速は、２.４～７.０m/s、最大風速は８.６～１０.９m/s で

あった。また、同社旭川支社の旭川保線所深川保線管理室に設置されている

風向風速計においても、同期間に強風時の運転規制（速度規制及び運転中止）

が発令される風速（２０m/s以上）は計測されていない。 

(4) 地震 

本事故現場から西へ約０.７km 離れた位置にある防災科学技術研究所の観

測点（増毛町見晴町）での観測結果によれば、本事故発生前１週間（３月１

日～７日）に地震は観測されていない。さらに、本事故現場から北東へ約 

１３km 離れた留萌駅に設置されている同社の地震計においても、本事故発

生前１週間に地震は検知されていない。 

 

 

３ 分 析 
 

３.１ 脱線に関する分析 

3.1.1 脱線の原因 

 2.1.1(1)で記述したように、本事故現場の手前約１００ｍの地点で本件運転士が

線路上に土砂等を発見していること、また、2.1.2 で記述したように、本事故現場

付近で運転状況記録装置において速度０km/h が記録されていること、2.3.2(2)で

記述したように本事故発生前に軌道に列車の走行に関わる異常はなかったと推定さ

れること、2.4.1(2)で記述したように線路上に明瞭な脱線痕が認められなかったこ

と、から本件列車は線路に流入した土砂等に乗り上げて脱線したと認められる。 

 線路に土砂等が流入した原因については、本事故現場の左側斜面で土砂崩壊が発

生していること、崩壊した土砂等が落石止柵を破壊して線路に到達していることな

どから、斜面で土砂崩壊が発生したことによると認められる。 

 

3.1.2 線路の損傷 

 2.3.2(2)で記述したように、６５ｋ４４３ｍ～同４５０ｍで軌間拡大が認められ

る。また、2.4.1(1)で記述したように６５ｋ４４６ｍ～同４４８ｍ間の右側レール

が右側に傾倒していた。これらの区間は線路に土砂が流入した区間であることから、

土砂が線路に流入した際に軌道が変形した可能性があると考えられる。 
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3.1.3 車両の損傷 

 2.3.1(3)で記述したように線路に流入した土砂には人頭大の円礫や木が多数混入

しており、この土砂等に乗り上げた本件列車の前面から前台車付近にかけて、

2.4.2 で記述したように損傷が集中していることから、本件列車の損傷は、主に線

路に流入した土砂等に乗り上げたために生じたと推定される。 

  

3.1.4 停止距離 

見通し距離は 2.3.5 に記述したようにおおむね７０～８０ｍであること、また本

件列車の非常ブレーキは 2.1.2で記述したように事故現場の約７０ｍ手前で動作し

ていることから、空走時間を考慮すれば、本件運転士は線路に流入した土砂をいち

早く発見し、非常ブレーキを取り扱ったと推定される。しかし、2.1.2 で記述した

ように非常ブレーキを取り扱った時点の速度、ブレーキが動作してから線路に土砂

が流入していた箇所までの距離、及び車両の非常ブレーキの減速度等を考慮すると、

本件列車が停止するまでには空走距離を除いて約１４０ｍの距離が必要と考えられ

る。これらのことから、本件運転士が線路に流入していた土砂等を発見した直後に

非常ブレーキを動作させたものの、列車はその手前で停止できなかったと考えられ

る。 

 

３.２ 斜面崩壊に関する分析 

3.2.1  斜面崩壊の発生原因 

2.4.3 で記述したように、崩壊が発生した斜面は浅い谷状の地形を呈しており、

周辺と比べて、表流水、地下水が集まりやすい箇所であると考えられる。また、崩

壊は円礫を含む粘性土層で発生しており、この下位には、この地層に比べて透水性

が低いと考えられる泥質岩層が分布している。2.4.3 で記述したように、斜面から

の湧水は、表層土と円礫を含む粘性土層との境界付近、及び円礫を含む粘性土層と

その下位の泥質岩層の境界付近から顕著に認められた。これは、層ごとの地下水の

透水性の違いに起因すると考えられ、円礫を含む粘性土層と比較して泥質岩層の透

水性が小さいために、その境界付近で湧水が多く見られたと考えられる。 

さらに、2.6.2(2)で記述したように、今回の崩壊が発生した日の前日から気温が

０℃を超え、６日１５時には６.２℃まで上昇している。この気温の変化は、融雪

が進んだことを示すと考えられる。 

これらのことから、今回の土砂崩壊は、元来水が集まりやすい地形を呈する箇所

で、風化等によって务化が進行していた斜面の表層部が、融雪水等の浸透によって

比較的軟質な地層中の地下水位が上昇した結果、地山が不安定化したために発生し

た可能性があると考えられる。 
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なお、斜面上部に存在する塩ビ管からの排水が今回の斜面崩壊に与えた影響の程

度については、地山からの湧水量や地盤の強度等が不明なことから、明らかにする

ことはできなかった。 

 2.3.6(3)で記述したように、本件斜面の検査記録には特に異常は記されていない

こと、また今回の崩壊発生前の斜面の状況が不明であることから、斜面での土砂崩

壊が発生する可能性が事前に把握可能であったのかは不明である。 

 

3.2.2  斜面崩壊の発生時刻 

土砂等が線路に流入した時刻は、2.3.4 で記述したように増毛駅を１７時５２分

に出発した上り普通列車が、本事故現場を異常なく走行していることから、それ以

降から本件列車が本事故現場に差し掛かった１９時３３分ごろまでの間であったと

推定される。 

 

３.３ 斜面の管理に関する分析 

 2.3.6(2)で記述したように、本件斜面は同社が定めた検査周期に従って通常全般検

査がなされていた。また、必要に応じて随時検査が実施されていた。しかし、通常全

般検査の記録は、2.3.6(3)で記述したように、短い文章で残されているのみであり、

また随時検査の記録は残されていなかった。これらのことから、斜面の状態の変化や

斜面外からの水の流入等、斜面の安定性を判断するための重要な情報が、各種の検査

や、過去の災害発生時の原因究明並びに再発防止等に十分に活用できていなかった可

能性があると考えられる。 

また、構造物については、本件斜面では落石止柵が錆により著しく腐食しているに

もかかわらず、外観上変形がないため、2.3.6(3)で記述したように健全度Ｃと評価さ

れていたと考えられる。 

 上記のことから、本件斜面の管理については、検査の実施時期については問題な

かったと考えられるが、検査の方法及びその記録の方法が十分ではなかったと考えら

れる。 

 

３.４ 斜面災害の防止に関する分析 

本件斜面には、落石止柵が設置されており、これは、円礫を含む粘性土層からの礫

の抜け落ちによる落石災害を想定していたためと考えられる。しかし、本事故は、そ

の想定とは異なる災害形態である土砂崩壊によってもたらされた土砂が線路に流入し

たことにより発生した。また、2.3.6(3)で記述したように、前年には留萌線において、

本事故と同種の災害が多く発生していた。これらのことから、本件斜面では、想定さ

れる災害の形態が事前に把握されていなかった可能性が考えられる。 
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災害形態を把握することは、検査時に確認する必要がある事項を明らかにする上で

有用である。この災害形態を把握するためには、対象とする斜面の大きさや状況に適

した記録方法を採る必要があり、本件斜面のように、ある程度の広さを有し、また線

路平面図等には記載されないような規模の小さな地形が存在する等の場合には、同社

が実施していた文章による記録のほかに、斜面の特徴をスケッチや写真等で記録して

おくことが必要と考えられる。これらのことを、通常全般検査や随時検査等の各種の

検査で確実に実施していく必要がある。 

また、積雪のある時期に、斜面の変状を目視点検のみで判断することは困難と考え

られる。そのため、本件斜面のように積雪により斜面の状態が確認できない場所では、

無積雪期の検査結果から適切に斜面の健全度を評価しておくことが、一層重要となる。

適切な評価を実施するためには、先にも記述したように、想定される災害形態と変状

の程度に関する情報を適切な方法で記録しておくことが、まず必要と考えられる。 

さらに、落石止柵は、その主たる機能は異なるが、本件事故のように礫を含んだ

土砂崩壊においては、2.3.2(4)で記述したような支柱等の腐食がなければ、被害の軽

減に寄与した可能性が考えられる。そのため、防護工については、その変状の他にも、

务化の程度も確認する必要があると考えられる。 

これらのことから、今後、同種の斜面災害の発生を防止するためには、発生が想定

される災害の形態を的確に把握し、斜面や防護工等の変状の程度を適切に評価する方

法を構築した上で、線区の状況を勘案して斜面災害に対する対策の適否等を判断する

ことが必要と考えられる。  

 

 

４ 原 因 

 

本事故は、斜面で発生した土砂崩壊によって線路へ流入した土砂等に気付いた本

件運転士が非常ブレーキを使用したが間に合わず、本件列車が土砂等に乗り上げたた

めに脱線したことにより発生したものと認められる。 

斜面で土砂崩壊が発生したことについては、元来水が集まりやすい地形を呈する

箇所で、風化等によって务化が進行していた斜面の表層部が、融雪水等の浸透によっ

て軟質な地層中の地下水位が上昇した結果、地山が不安定化して崩壊が発生した可能

性があると考えられる。 
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５ 再発防止策 
 

５.１ 必要と考えられる再発防止策 

本事故は、斜面で発生した土砂崩壊によって線路へ流入した土砂に本件列車が乗り

上げたために発生したと認められる。そのため、本事故現場において同種の事故を防

止するためには、本件斜面においては、斜面に残る不安定土塊の除去、敷地外からの

雤水等の流入防止を実施した上で、不安定な土砂や礫等が落下しないための発生源対

策等のハード対策を行う必要があると考えられる。 

また、今後、同種の斜面災害の発生を防止するためには、斜面の点検を行う際の基

礎的な情報の一部である、発生が想定される災害の形態とその規模を把握する必要が

ある。そのために、同社は、線区ごとの斜面の規模や地形、地質等の違いを踏まえた

上で、斜面の状態を適切に評価するための観察方法及び記録方法等について必要に応

じて見直し等を行っていくことが必要と考えられる。さらに、斜面災害に対する防護

工等については、その変状の他にも、务化の程度も確認する必要があると考えられる。

その上で、斜面の健全度の判定を行い、線区の状況を勘案し、適切な措置を実施する

必要がある。 

 

５.２ 事故後に同社が講じた再発防止策 

 同社は本事故発生後、以下の再発防止策を実施した。 

(1) 本件斜面については、不安定な土砂や礫を除去した上で落石防止網（非ポ

ケット式）を設置した。 

(2) 本件斜面に流下していた塩ビ管からの排水が斜面外に流れるように、排水経

路を変更した。 

(3) 留萌駅～増毛駅間の斜面について、斜面の状況を把握できるスケッチや写真

を含む「のり面管理台帳」を新たに作成し、今後の検査に持参し状態の変化を

把握するとともに、変化があればそれを記入し、更新を行っていくこととした。 

(4) 落石止柵の復旧を平成２４年１２月１０日に完了するとともに、新たに雪崩

止柵を平成２４年１１月３０日に設置した。 

(5) 本事故現場付近を当面の間、２５km/h の徐行運転区間とする。 

 

５.３ 事故後に国土交通省が講じた措置 

 国土交通省北海道運輸局は、同社に対して平成２４年３月８日に「輸送の安全確保

について」の警告を文書で行った。 

  

本事故直後に設置された応

急対策の防護柵 
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付図１ 留萌線路線図 
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付図５ 事故現場付近（６５ｋ４４６ｍ付近）の斜面の
模式縦断図（事故後） 

 

 

 

付図６ 気温の経時変化 
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